
 

個人情報ファイルの名称 JREC-IN Portalデータベース 

行政機関等の名称 国立研究開発法人科学技術振興機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称（所管部署） 

情報基盤事業部人材情報グループ 

個人情報ファイルの利用目的 

JREC-IN Portal登録ユーザ（教育・研究職へ就職を希望する研 

究人材）、およびJREC-IN Portal求人機関担当者の利用者情報

の管理に供する 

記録項目 

（JREC-IN Portalユーザ）1 会員ID、2 氏名、3 生年月、4 国 

籍、5 現所属機関種別、6 現職種、7 取得学位、8 専門・研究 

分野、9 メールアドレス、10 申請日、11 登録日、12 マッチン

グメール利用有無、13 メール使用言語、14 マイページ言語、 

15 応募者連絡先メールアドレス 

（JREC-IN Portalユーザ履歴書） 

1 履歴書タイトル、2 作成日、3 氏名フリガナ、4 氏名、5 生

年月日、6 性別、7 現住所、8 電話番号、9 e-mailアドレス、

10 FAX番号、11 顔写真、12 学位、13 学歴、14 職歴、15 所属

学協会、16 賞罰、17 その他（特記事項・自己PR等） 

（JREC-IN Portalユーザ業績リスト） 

1 業績リストタイトル、2 作成日、3 氏名、4 現住所、5 電話

番号、6 e-mailアドレス、7 論文、8 Misc、9 講演・口頭発表

等、10 書籍等出版物、11 Works、12 受賞歴、13 競争的資金等

の研究課題、14 産業財産権、15 担当経験のある科目、16 委員

歴、17 社会貢献活動、18 メディア報道、19 学術貢献活動、20 

その他 

（JREC-IN Portalユーザ求職者情報） 

1 公開機関、2 公開開始日、3 年齢、4 現所属機関種別、5 現

職種、7 取得学位、8 経験・実績、9 研究分野(求職)、10 キー

ワード、11 研究テーマ、12 所属学協会、13 希望職種、14 希

望勤務形態、15 希望勤務地、16 その他自己PR、17 URL、18 掲

載期限 

（登録求人機関）1 会員ID、2 機関名、3 部署名、4 機関種別、 

5 担当者名、6 担当者役職、7 連絡先（住所、電話、FAX、メー 



ルアドレス）、8 帝国データバンク企業コード、9 証券コード、 

10 JGLOBAL ID 

（求人公募情報）1 公開開始日、2 求人件名、3 機関名、4 機

関または部署URL、5 部署名、6 機関種別、7 公募のURL、8 求

人内容、9 研究分野、10 職種、11 勤務形態、12 勤務地、13 応

募資格、14 待遇、15 募集期間、16 応募・選考・結果通知、17 

添付書類、19 電子応募―JREC-IN Portal Web応募、20 電子応

募―電子メール応募、21 電子応募―求人機関 Web応募、22 応

募上の配慮―海外など遠方にお住いの方  

 

、23 応募上の配慮―障害のある方、24 応募上の配慮―その他、

25 備考、26 連携先サイトへの公募情報提供 

記録範囲 
JREC-IN（平成26年10月よりJREC-IN Portal）のユーザ登録、求 

人機関登録を行った者（平成13年～） 

記録情報の収集方法 本人が行ったオンライン登録 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人科学技術振興機構 

総務部総務課 

(所在地) 〒332-0012 埼玉県川口市本町四丁目１番８号 

訂正及び利用停止について、他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続が定
められている場合の当該法令
の名称等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第60条第2項第2号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第21条第7項に該当するフ

ァイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報 
の提案の募集をする個人情報 
ファイルである旨 

該当 



行政機関等匿名加工情報 
の提案を受ける組織の名称及 
び所在地 

(名 称) 国立研究開発法人科学技術振興機構 

総務部総務課 

(所在地) 〒332-0012 埼玉県川口市本町四丁目１番８号 

行政機関等匿名加工情報 
の概要 

-- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受 
ける組織の名称及び所在地 

-- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

-- 

備    考  

 


